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わたくしたちは、みどりにつつまれた信夫山と清い流れの阿武隈川をもつ 

 福島市民です。 

  福島市は、地味豊かなしのぶの里に古くから開けた人情の美しいまちです。 

  わたくしたちは、平和で、さらに住みよく希望にみちたまちをつくるため、 

 この市民憲章をさだめます。 

 

 １ 空も水もきれいな みどりのまちをつくりましょう。 

 １ 教育と文化を尊び 希望に輝くまちをつくりましょう。 

 １ 親切で愛情あふれるまちをつくりましょう。 

 １ きまりを守り力をあわせ 楽しく働けるまちをつくりましょう。 

 １ 子どもからおとしよりまで安全で健康なまちをつくりましょう。 

 

                     － 昭和 48年 4月 1日制定 － 

 

福 島 市 民 憲 章 
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Ⅰ 消費者行政の沿革 
 

１ 福島市消費者行政の歩み 

 

（１）消費者問題の発生と消費者保護行政の開始 

戦後の高度成長によって経済社会が成熟していったが、その反面全国的な規模で消費者問題が発生した。

本市では、このような状況のなかで昭和 41 年 10 月に企画課において食料品の価格、表示を中心に商品知

識の普及啓発などの消費者保護対策に着手した。 

その後、国においては、消費者行政を推進するため昭和 43年に消費者保護基本法を制定し、昭和 44年

には消費者保護を地方公共団体の事務として地方自治法に明文化し、地方自治体においても消費者行政を

担うための条件整備を行った。本市においては、同年に消費生活相談窓口を設置し相談業務を開始した。そ

して昭和 48年 7月には機構改革により生活環境課内に消費生活係を新設し、本市における消費者行政推

進の基盤を整備した。 

昭和 48 年の第一次オイルショックによる物不足、「狂乱物価」時には、前年に発足した消費生活モニター

による生活関連物資の価格および需給動向調査を実施するとともに、市民生活の安定向上のための施策な

どについて検討を重ねるために消費生活問題等対策会議を設置した。 

昭和 50年 1月には同対策会議の提言により、市民のくらしを守る対策懇談会を発足させ、本市の消費者

行政の実効性を確保するため条例の制定や組織機構の整備などについて検討が進められた。そして消費者

保護基本法を基調とした「福島市民のくらしを守る条例」が昭和 50年 12月に公布され、翌年 4月に施行さ

れた。また市長の諮問機関である福島市民の消費生活を守る対策会議が設置され、消費者施策の指針とな

る福島市消費者保護計画を策定し消費者行政の推進体制が整備された。 

 

（２）消費者問題の変容と消費生活センターの設立 

事業者と消費者との間の情報量や交渉力の格差によって生じる消費者トラブルの解決を図るため、国は

平成 12 年 4 月に消費者契約法を制定した。また、同年 6 月に発生した雪印乳業食中毒事件や平成 13 年

のＢＳＥ（牛海綿状脳症）の問題など、消費者を取り巻く環境が複雑多様化する状況のなかで、消費者の位置

付けを保護の対象から自己責任のある権利主体者とする政策への転換を図る消費者行政に取り組み始め

た。 

本市においても福島市民の消費生活を守る対策会議に福島市の消費者行政の点検、見直しに係る懇談

会を設け、平成 15 年 2 月に消費生活センター設置の検討を視野に入れた消費生活相談体制の充実、学

校・社会教育との連携、消費者啓発・情報提供、消費者団体の育成、事業者との協調を柱とする消費者教育

の充実について報告をまとめた。この報告を受け平成 15年 6月には、本市の今後における消費者施策のあ

り方について福島市民の消費生活を守る対策会議に諮問がなされ、検討委員会による三度の審議を経て、

同年 12 月に答申が出された。本答申は、消費者が自立するための基盤となる適切な情報提供や消費者啓

発・教育の充実、消費者被害の防止・救済のための消費生活相談体制の整備を中心に、市民一人ひとりがよ
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り充実した消費生活を実現していくための消費者施策のあり方を提示している。また消費者行政を推進して

いくうえで拠点となる消費生活センター設置の必要性について言及している。 

この答申をうけて消費生活相談への適切な対応と消費者被害の未然拡大防止を図り、経済活性化に寄与

することを目的として平成 16年 11月 1日に中心市街地に消費生活センターを開設した。 

国においては、経済社会の大きな変化を踏まえて消費者の権利の尊重と消費者の自立支援を打ち出し、

消費者基本法が平成 16年 6月に制定された。 

本市においても、市民が安全で安心できる消費生活の確保および環境の保全に配慮した循環型消費生活

の形成に寄与することを目的とする「福島市民の消費生活を守る条例」を平成 18年 7月から施行し、これか

らの新しい時代に消費者行政を積極的に推進することとした。 

 また、平成 26 年 6 月の消費者安全法の改正に伴い、現在の消費生活センターの組織や運営等について

定め、消費生活相談体制の充実・強化を図ること、ならびに消費生活センターにおける消費生活相談情報の

安全管理を確実なものにすること等を目的に、「福島市消費生活センター条例」を制定し、平成 28年 4月 1

日から施行した。 

 

（３）多様化する消費者問題と消費者行政の体制強化 

平成 19 年 4 月、深刻化する多重債務問題を総合的に解決するため、国において「多重債務問題改善プ

ログラム」が策定され、住民から最も身近な消費者行政の担い手である市町村相談窓口で対応することとな

った。本市においても平成 22 年 4 月に新たに多重債務専門相談窓口「多重債務 110 番」を設置、また、休

日多重債務法律相談を実施し庁内関係課および関係機関などと連携をとりながら、多重債務の相談を行っ

ている。 

平成 21 年 9 月には、ここ数年の食品の不正表示、悪質商法などの国民に不安をもたらす事件の多発を

受け、消費者行政の一元化を目的とした「消費者庁」が設立され、消費者庁関連 3 法（消費者庁および消費

者委員会設置法、消費者庁および消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、消費

者安全法）が施行された。また、悪質業者による訪問販売などの消費者被害が深刻化しており、法規制の抜

け穴を解消するために、同年 12 月には特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律

が施行された。平成 24年 12月には消費者教育、消費者市民社会を推進する「消費者教育の推進に関する

法律」が施行された。 

平成 22年 3月には、国民生活センターのホストコンピューターと地方自治体が運営する全国の消費生活

センターの端末を結んだシステム「全国消費生活情報ネットワーク・システム」の新システム「PIO-

NET2010」が運用開始された。なお、平成 27 年 9 月からは、当該システムを刷新した「PIO-NET2015」

が全国で運用されている。 

また、電話をかけると身近な消費生活相談窓口につながり、土日休日には国民生活センターにつながる全

国共通ダイヤル「消費者ホットライン」（0570-064-370 守ろうよ、みんなを！）が福島県、山梨県、島根県、

香川県、沖縄県の５県で平成 21 年 9 月から試行開始され、平成 22 年 1 月から全国で展開された。平成

27年 7月 1日からは「188」（いやや！）番に変更され運用されている。 

 

（４）東日本大震災の発生と放射能問題 

平成 23年 3月 11日に発生した東北沖を震源とする東日本大震災、および東京電力福島第一原子力発
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電所事故により、福島は甚大な被害を受けた。原子力発電所から漏出した放射性物質は、未だ「安全・安心

な生活」を大きく揺るがし続けており、復興に向けた長期的な取り組みが必要となっている。 

環境放射線による外部被曝、食品中に含まれる放射性物質による内部被爆など、市民の危惧や不安を受

け、市では「福島市復興計画」（平成 28年度より「福島市総合計画後期基本計画」に統合）及び「福島市ふる

さと除染計画」（平成24年度より「福島市ふるさと除染実施計画」に改訂）を策定し、環境放射線量の測定や

生活空間の除染、食品中放射性物質量の測定や各種講座などの各種施策を順次展開し、一日も早い復興

を目指し、市民・民間・行政が一丸となった。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症の大流行と高齢者等の被害未然防止のための体制整備 

令和２年には、新型コロナウイルス感染症が発生し、世界的な大流行となり死者も出る事態となった。感染

症法に基づき、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者は外出自粛を求められた。マスクが不足し、令和２年３月

には、国民生活安定緊急措置法に基づきマスクに転売規制がかけられた。 

コロナ禍による外出自粛もあり、インターネットの利用が進み、全国的に訪問販売に関する相談は減少した

が、代わりに通信販売に関する相談が増加した。 

高齢者等の消費者被害の更なる増加や深刻化が懸念されており、高齢者等の配慮が必要な消費者を見

守る地域の様々な主体が消費生活上の安全に気を配り、何かあったときに消費生活センター等につなぐ体

制の構築が消費者被害の防止に急務であるとされ、令和３年８月１１日には、配慮を要する市民等の被害の

未然防止のための福島市消費者の安全を守る地域協議会を設置し、消費者安全法による個人情報の保護

に関する法律の例外規定により、関係者間での必要な情報の共有が開始された。 

また、令和３年に高齢者に多い消費者トラブルに関する啓発動画を制作し、市公式ユーチューブで配信し、

出前講座等で活用した。 

そのほか、平成２５年からは、交通教育専門員が、交通安全啓発で民生委員、警察とともに行っていた各

地区の高齢者世帯訪問に同行させてもらい、悪質商法やなりすまし詐欺等の被害防止啓発を実施している。 

 

（６）戦争の影響による物価高騰と若年層への啓発の強化、メール相談の開始 

令和４年には、ロシアによるウクライナ侵攻が開始され、その影響により物価が高騰し、電気料金について

も、ロシアによるウクライナ侵攻や東日本大震災以降に次々と各地の原子力発電所が停止した影響により、

値上げが加速した。 

そのような情勢の中、令和４年４月には、民法改正により成年年齢が１８歳に引き下げられたことによる若

年者に対する啓発が急務となった。 

令和４年には、市内高校と警察署の協力を得て、高校生主演の若年者啓発動画を制作し、市ホームペー

ジや市公式ユーチューブで配信し、出前講座等で活用した。新成人向けの短編動画も制作し、二十歳の集

い会場で放映した。 

また、令和４年６月１日から、若年者も相談しやすいようデジタル化を進める一歩としてオンライン申請での

相談受付を開始した。令和６年２月１日からは、メール相談受付を開始し、一般的な内容であれば返信もでき

るようにした。 
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２ 年 表 

 

年度 歩 み 

Ｓ41 ○ 企画課で消費者保護対策に取り組む 

Ｓ43 

○ 消費者保護基本法施行（43.5.30） 

○ 消費者情報の提供開始 

○ 消費者苦情相談窓口設置 

Ｓ47 ○ 消費生活モニター制度発足 

Ｓ48 

○ 機構改革により生活環境部に生活環境課が新設され消費生活係を設置 

○ 福島市消費者団体連絡協議会発足 

○ 消費生活問題等対策会議設置（第 1次オイルショック） 

○ 第 1回消費生活展の開催（現在に至る） 

Ｓ49 
○ 物価監視調査員制度発足 

○ 市民のくらしを守る対策懇談会設置 

Ｓ51 

○ 機構改革により生活環境課が消費生活課に改組 

○ 福島市民のくらしを守る条例施行 

○ 福島市民の消費生活を守る対策会議設置 

○ 福島市消費者苦情処理委員会設置 

○ 福島市消費生活連絡調整会議設置 

○ 福島市消費者サービスデー推進協議会発足 

○ 市民のくらしの大学開始 

○ 消費者専門講座開始 

○ 福島市消費者保護計画策定「52～54年度」（以降 3年毎に策定） 

○ 消費生活相談員を配置（51.4.1） 

Ｓ52 

○ 200海里漁業専管水域問題浮上 

○ 単位価格表示協力店制度発足 

○「市民のくらしの大学」を「市民のくらしの講座」に改称 

○ 生活用品交換利用電話受付制度開始 

Ｓ53 
○ 移動生活車「ひまわり号」の運行開始 

○ 円高対策 

Ｓ54 

○ 石油対策（第 2次オイルショック） 

○ 石油（灯油）相談窓口の開設 

○ 福島市適正包装推進要綱策定 

○ 福島市消費者団体連絡協議会を解散し福島市消費者団体懇談会を設立 

Ｓ55 ○ 洗剤問題対策 

Ｓ56 
○ 機構改革により生活環境部消費生活課が市民部生活課となる 

○ くらしのニュース（年 2回）発刊開始 
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Ｓ57 

○ 消費生活モニター制度、物価監視調査員制度を統合し消費物価モニター制度を発足 

○ 石油対策（円安による石油高騰） 

○ 消費者の日記念事業開始 

Ｓ58 ○ 青果物トレー包装問題の調査を重点的に実施 

Ｓ59 
○ 訪問販売トラブル防止対策 

○ 高齢者の消費者教育開始 

Ｓ60 
○ 豊田商事事件対策 

○ 円高による為替差益の消費者還元を関係機関に要請 

Ｓ61 ○ 円高および原油価格値下がりによる差益の消費者還元について、関係機関に要望書を提出 

Ｓ62 ○ 機構改革により生活課の消費生活係と相談係が統合し生活相談係に改組 

Ｓ63 
○ 訪問販売などに関する法律一部改正（63.11.16） 

○ 消費者月間記念事業開始 

Ｈ元 ○ 消費税導入（元.4.1） 

Ｈ２ ○ 中東湾岸危機に伴う製品などの価格動向特別調査実施 

Ｈ５ 

○ 機構改革により市民部生活課が市民生活部生活課となる 

○ 消費物価モニター設置要綱一部改正 

○ 米不足問題対策 

○ 米の安定供給と価格の安定について、国（福島食糧事務所）に要請書提出 

Ｈ６ 
○ 米に関するアンケート調査実施 

○ 簡易包装推進に関する合意書の締結 

Ｈ７ 

○ 機構改革により市民生活部生活課が市民生活部生活環境課となる 

○ 食品衛生法（日付表示）改正 

○ 製造物責任法（PL法）施行 

○ 新食糧法施行 

Ｈ８ 

○ 機構改革により市民生活部生活環境課生活相談係が市民生活部生活防災課消費生活係と 

なる 

○ 訪問販売などに関する法律一部改正（8.11.21） 

Ｈ９ 
○ 消費税率改正（9.4.1） 

○ 容器包装リサイクル法一部施行（9.4.1） 

Ｈ10 ○ 外国為替法改正（10.4.1） 

Ｈ11 ○「訪問販売等に関する法律」および「割賦販売法」一部改正（11.10.22） 

Ｈ12 

○ 介護保険法施行（12.4.1） 

○ 容器包装リサイクル法完全施行（12.4.1） 

○ 雪印乳業食中毒事件対策 

○ ＪＡＳ法改正（生鮮食品の原産地表示の義務化）（12.7.1） 

○ 生活用品交換利用電話受付制度のリサイクルプラザへの移管（12.7.1） 

○ 福島市消費者サービスデー推進協議会を解散し、福島市消費者サービス推進協議会を発足 
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Ｈ13 

○ 消費者契約法施行（13.4.1） 

○ 金融商品の販売などに関する法律施行（13.4.1） 

○ ＪＡＳ法改正（遺伝子組換え食品・加工食品・玄米・精米の品質表示の義務化）（13.4.1） 

○ 家電リサイクル法施行（13.4.1） 

○ 特定商取引に関する法律（訪問販売などに関する法律の改正）施行（13.6.1） 

○ ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策 

○ 電子契約法施行（13.12.25） 

Ｈ14 

○ ペイオフ凍結解除（定期預金）（14.4.1） 

○ ＪＡＳ法改正（虚偽表示に対する公表の弾力化、罰則の強化）（14.7.4 ） 

○ 福島市の消費者行政の点検、見直しに係る報告書の作成（15.2.28 ） 

Ｈ15 

○ 機構改革により市民生活部生活防災課消費生活係が市民部生活課消費生活グループとなる 

○ 食品安全基本法施行（15.7.1） 

○ 食品安全委員会設置（15.7.1） 

○「福島市の今後における消費者施策のあり方について」答申（15.12.22 ） 

Ｈ16 

○ PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）導入（16.4.1） 

○ 消費者基本法施行（16.6.2） 

○ 福島市消費生活センター開設（16.11.1） 

○ 特定商取引に関する法律改正（16.11.11） 

Ｈ17 
○ 個人情報の保護に関する法律全面施行（17.4.1） 

○「福島市民のくらしを守る条例の在り方について」答申（17.10.6） 

Ｈ18 

○ 福島市民の消費生活を守る条例施行（18.7.1） 

○ 福島市消費生活基本計画（18～22年度）策定（以降 5年毎に策定） 

○ 消費物価モニター制度を消費生活モニター制度に改称 

〇 改正容器包装リサイクル法 

○ 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律公布（18.12.20） 

Ｈ19 

○ 裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律施行（19.4.1） 

○ 改正容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律） 

施行（プラスチック製容器包装多量事業者の容器包装使用量及び取組の実施状況に係る国

への定期報告義務）（19.4.1） 

○ 国「多重債務問題改善プログラム」決定（19.4.20） 

○ 消費生活用製品安全法改正（報告義務づけ、重大事故の公表）（19.5.14） 

○ 消費者契約法改正（消費者団体訴訟制度）（19.6.7） 

○「中国産冷凍ギョウザ事件」発生（20.1） 

 

Ｈ20 

○ 消費者行政推進会議開催（消費者庁の創設）（20.4.23） 

○ 特定商取引に関する法律改正および割賦販売法改正（訪問販売・クレジット・インターネット取 

引などの規制強化）（20.6.11） 

○ 振り込め詐欺救済法施行（20.6.21） 

○ 福島市・福島市消費者団体懇談会・事業者(10事業所)が「レジ袋の無料配布中止に関する 
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協定書」を締結（21.3.17） 

Ｈ21 

○ 「レジ袋の無料配布中止」（21.6.1） 

○ 消費者庁の設置（21.9.1） 

○ 消費者庁および消費者委員会設置法施行（21.9.1） 

○ 消費者安全法施行（21.9.1） 

○ 消費者ホットライン（全国共通電話番号 0570-064-370）福島県・山梨県・島根県・ 

香川県・沖縄県の 5県で試行開始（21.9.14） 

○ 特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律施行（21.12.1） 

○ 消費者ホットライン全国開始（22.1.12） 

○ 全国消費生活情報ネットワーク・システムの新システム（PIO-NET2010）運用開始（22.3.29） 

Ｈ22 

○ 福島市消費生活基本計画（23～27年度）策定 

○ 多重債務 110番開設（22.4.1） 

○ 宮崎県を中心に口蹄疫発生（22.4～） 

○ 改正貸金業法完全施行（22.6.18） 

○ 東日本大震災発生（23.3.11）、東京電力福島第一原子力発電所事故発生 

○ 厚生労働省による食品中の放射性物質暫定規制値設定（23.3.17） 

H23 

○ 震災および原発事故に伴い、計画停電や電力使用制限が実施される 

○ 一般家庭（既存住宅）の火災報知機設置義務化（23.6.1～） 

○ 地上デジタル放送に完全移行（23.7.24）、岩手・宮城・福島の被災 3県は 3月末に延期 

○ 市民を対象とした食品中放射性物質の検査対応開始（23.12. ～順次増設） 

H24 

○ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する 

法律による製品安全三法の市への権限移譲（24.4.1） 

○ 消費者教育の推進に関する法律施行（24.12.13） 

○ 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律施行（訪問購入の規制追加）（25.2.21） 

○「食品と放射能」出前講座を市内 17 ヶ所で開催。 

H25 
○ ホテル・百貨店の食材偽装表示発覚 

○ 福島市消費者サービス推進協議会を解散 

H26 ○消費税率改正(26.4.1) 

H27 

○機構改革により市民部生活課消費生活センターが市民安全部生活課消費生活センターとなる 

○食品表示法及び食品表示基準施行（27.4.1） 

○「日本年金機構個人情報流出事件」発生（27.5.28） 

○消費者ホットライン新３桁電話番号（全国共通電話番号１８８
い や や

）の運用開始（27.7.1） 

○全国消費生活情報ネットワーク・システムの新システム（PIO-NET2015）運用開始（27.9.28） 

○マイナンバー法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）

施行（27.10.5） 

○福島市消費生活基本計画（福島市消費者教育推進計画）（28～32年度）策定 

H28 
○福島市消費生活センター条例施行（28.4.1） 

○電気事業法等の一部を改正する法律による電気小売業参入の全面自由化（28.4.1） 
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○景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）改正（28.4.1） 

○消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行 

（28.10.1） 

○家庭用品品質表示法に基づく繊維製品表示規程の改正により衣類等の繊維製品の洗濯表示 

を国際規格に整合した新しい日本工業規格に変更（28.12.1） 

○消費生活モニター制度廃止（29.3.31） 

H29 

○改正資金決済法施行（仮想通貨や取扱業者への規制追加等）（29.4.1） 

○改正消費者契約法施行（29.6.3） 

○改正特定商取引法施行（29.12.1） 

○消費者啓発ボランティア制度発足（30.1.1） 

H30 
○成年年齢引き下げを見据え、若年者への消費者教育推進集中強化期間が開始された 

○消費者ホットライン「１８８」イメージキャラクター【イヤヤン】が誕生 

R元 

○改正民法施行（元.4.1） 

○チケット不正転売禁止法施行（元.6.14） 

○食品ロスの削減の推進に関する法律施行（元.10.1） 

○消費税率改正（元.10.1） 

○キャッシュレス・消費者還元事業（還元期間 元.10月～2.6月） 

○「特定保健用食品」適正広告自粛の改定（2.3.17） 

○国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制（2.3.15） 

R2 

◯改正容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律） 

施行（プラスチック製買物袋の有料化）（２．７．１） 

◯国民生活安定緊急措置法に基づくマスク・アルコール消毒製品の転売規制解除（2.8.29） 

◯マイナポイント事業開始（２．９．１） 

○福島市消費生活基本計画（福島市消費者教育推進計画）（R3～7年度）策定 

R３ 

◯福島市悪質電話撃退装置等購入費補助事業開始（3．4．1） 

◯福島市消費者の安全を守る地域協議会設置（3．8．11） 

◯繊維製品品質表示規程及び電気機械器具品質表示規程の一部改正（4．1．１） 

R４ 

◯2018年改正民法施行（成年年齢の 20歳から 18歳への引き下げ）（4．4．1） 

◯取引 DPF消費者保護法施行（4．５．1）（取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務、危険 

商品等の出品削除等の要請、販売業者等に関する情報の開示請求権等） 

◯「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関 

する考え方」の運用開始（4．6．２３） 

R5 

◯改正消費者契約法施行（契約の取消権の追加等）（5．6．1） 

(不意打ち的な勧誘のうち「ラジオ放送やテレビジョン放送」、「新聞や雑誌等への広告」、「ウェブ 

ページ」等による消費者に電話をかけさせる手段の追加） 

◯消費者裁判手続特例法施行（対象範囲の拡大等）（5．10．１） 

◯景品表示法第５条第３号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別すること 

  が困難な表示」の指定の施行（5．10．１）（ステルスマーケティングへの対応） 

消費者庁 
消費者ホットライン１８８ 

イメージキャラクター【イヤヤン】 
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◯食品表示基準の一部を改正する内閣府令施行（5．３．９）（７．４．１完全施行）（食物アレルギー義 

  務表示対象品目に「くるみ」追加） 

R６ 

◯食品表示基準の一部を改正する内閣府令施行（６．３．２８）（食物アレルギー表示推奨品目に「マ 

カダミアナッツ」追加、「まつたけ」削除） 

 ◯厚生労働所から食品衛生基準行政が移管 

◯不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律施行（６．10．１）（確約手続等の導入） 
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Ⅱ 機構及び事務分掌 （R7.4.1現在） 

 

１ 機     構 

 

市 長      副市長 

 

福島市民の消費生活を守る対策会議       消費生活連絡調整会議 

 

市民・文化スポーツ部長      

 

 

市民・文化スポーツ部次長 

 

 

生活課長              安全安心・避難者支援係         （12人） 

 

 消費生活センター          （７人） 

（所長，主査２人， 

 会計年度任用職員(消費生活相談員) ４人 

 

  

  

２ 事 務 分 掌（消費生活センター） 

 

① 消費生活基本計画の策定に関すること 
 

② 市民の消費生活を守る対策会議に関すること 
 

③ 消費生活相談・多重債務相談に関すること 
 

④ 消費者の意識啓発および学習支援に関すること 
 

⑤ 商品等の安全性の確保に関すること 
 

⑥ 金融広報推奨に関すること 
 

⑦ 消費者保護行政に関すること 
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Ⅲ 福島市消費生活基本計画 
１ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の期間 

令和 3 年度から 7 年度までの 5 年間 

 

３ 計画の重点課題 

 １． 消費者被害の防止 

 ２． 若年者の消費者教育の充実 

 ３． 人や社会、環境に配慮した消費生活の充実  

基 本 理 念   施 策 の 方 向     施 策  

１ 安全で安心できる消費生活の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 循環型消費生活の形成  

 

 

 

 

 

 

1商品、サービス等

の安全・安心の

確保 

(1) 安全性の確保 

2 取引等の適正化

の推進 

(1) 不当な取引行為の禁止 

(2) 表示・広告の適正化の推進 

(3) 計量の適正化の推進 

 

3消費者教育・啓発

の推進 

(1) 正しい情報の提供 

(2) 自立した消費者の育成 

(3) 若年者の消費者教育の充実 

(4) 消費者の意見の反映 

(5) 消費者団体の支援 

 

4 消費者被害の防

止・消費生活相

談及び救済の充

実 

(1) 消費者被害の防止 

(2) 消費生活相談・多重債務相談 

(3) 被害の救済 

5 生活必需物資の

安定供給と価格

安定 

(1) 生活必需物資の安定供給と 

価格安定 

(2) 災害時等における対応 

1 循環型消費生活

の形成 

(1) 循環型ライフスタイルの推進 

(2) 環境教育の推進 

(3) 地産地消 

2生活基盤の確保 (1) 消費生活基盤の確保 

１消費者の権利の尊重 

1 生命及び健康を侵されない 

権利 

2 適正な表示により選択できる

権利 

3 不当な取引行為により消費 

生活を侵されない権利 

4 情報の提供を受ける権利 

5 消費者教育を受ける権利 

6 消費者施策に意見を反映させ

る権利 

7 不当に受けた被害から適切 

かつ速やかに救済される権利 

8 消費者団体を組織し、行動 

する権利 

２消費者の支援 

３環境の保全への配慮 
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Ⅳ 令和 6年度の主な実施事業 
 

 

１ 総合的な消費者行政の推進 

 

（１）福島市民の消費生活を守る対策会議の開催 

消費者行政を円滑かつ効率的に推進するため平成 18 年 7 月 1 日施行の福島市民の消費生活を守る条例に

基づき、市長の諮問機関として福島市消費生活基本計画に基づく令和5年度事業実施報告および令和6年度事

業実施計画の審議などを行った。 

 

・第 1回 令和 6年 10月 3日     書面開催 

・第 2回    令和 7年 2月 12日     福島市役所４階 庁議室 

 

 

（２）福島市消費者の安全を守る地域協議会の開催 

高齢者等の消費者被害の未然防止・早期発見及び拡大防止を図るため、消費者安全法の規定に基づき、令和

３年８月１１日に設置した。 

 

   ・第１回     令和 6年７月２３日     福島市役所９階 903会議室 

 

・研修会     令和 6年１０月 23日    アクティブシニアセンター・アオウゼ 大活動室 

                           講演 「配慮が必要な消費者の見守り・連携方法について」 

                                   講師 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 亀岡のり子 氏 

 

 

（３）他都市との協議 

多様化し広域化する傾向にある消費者問題について、広く都市間で効果的な施策を行うため、東北都市 76市

で東北都市消費者行政協議会（本市は、県内 13市の代表（理事）として、県内のまとめ役を担っている）並びに県

内 13 市で福島県市部消費者行政連絡協議会（本市は、事務局）を組織し、情報交換と相互の連絡協調を図って

いる。 

 

○ 東北都市消費者行政協議会        

  

 ・理事会              令和 6年５月２8日  オンライン開催 

 

・総会・研修会          令和 6年７月 30日  ハイブリット方式（会場参加とオンライン） 

秋田市「秋田市役所」 
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・臨時理事会           令和 6年 11月 19日  オンライン開催 

 

・担当者研修会         令和 6年１2月 9日  ハイブリット方式（対面とオンライン） 

仙台市「エル・パーク仙台」 

 

・福島県市部研修会      令和 7年 1月 14日   オンライン開催 

                   講演 「住宅修理・リフォーム契約に関する問題点（消費者被害の現況）と解決法」 

講師 弁護士 中村冬人 氏（ベリーベスト法律事務所 郡山オフィス 所長） 

 

 

 

２ 商品等の安全対策の推進 

 

社会的に安全性が問題となっている商品などについて、市民に対して情報提供を行い、必要な場合には県など

に情報提供を行った。 

 

 

 

３ 環境に配慮した SDGｓ等の啓発推進 

 

（１）消費生活学習の機会での啓発 

地球温暖化等が問題される中、令和 6 年度は持続可能な整理収納方法についてのくらしの講座を実施し、

様々な消費生活学習の機会には、啓発資料を配付するなどして啓発に努めた。 

 

 

 

４ 啓発及び教育の推進 

 

(1)講座及び学習会の開催 

合理的で豊かな消費生活を営むために必要な基礎知識を身に付けた「自立した消費者」の育成を図るため、市

民を対象として各種の講座および学習会などを開催した。 

 

〇 市民の暮らし講座の開催 

市民を対象に、日常生活に関わりのある身近な消費者問題をテーマに講座を開催した。 
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・ 市民のくらしの講座実施状況        実施回 5回  参加人数  160人 

回 日 時 場 所 参加数 テーマ・内容 講 師 

1 
6/21(金) 

１３：３０～１５：００ 

アクティブシニア

センター 

アオウゼ 

大活動室 1・2 

43 
機能性表示食品に

ついて 

一般社団法人全国直販 

流通協会 今川 良枝 氏 

2 
8/8(木) 

１３：３０～１５：００ 

アクティブシニア

センター 

アオウゼ 

視聴覚室 

17 

夏休み特別企画 

 

親子のスマホ 

デビュー体験教室 

スマホアドバイザー 

吉田 雄介 氏 

3 
１０/28(月) 

１３：３０～１５：００ 

アクティブシニア

センター 

アオウゼ 

視聴覚室 

13 
セカンドライフと 

生命保険 

公益財団法人 

生命保険文化センター 

生活情報室 

鈴木 千秋 氏 

4 
１2/16(月) 

１３：３０～１５：００ 

アクティブシニア

センター 

アオウゼ 

大活動室 1 

57 
相続・贈与・終活を 

学ぶ 

金融経済教育推進機構 

江崎 健太 弁護士 

５ 
2/7(金) 

１３：３０～１５：００ 

アクティブシニア

センター 

アオウゼ 

小活動室 1・2 

30 

自分らしく片づける 

～毎日ゴキゲンに 

暮らすために～ 

家とココロのおかたづけ 

ｍonococoro 

根本 憲子 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回市民のくらしの講座 

自分らしく 片づける 

～毎日ゴキゲンに暮らすために～ 

第２回市民のくらしの講座 

「親子のスマホデビュー体験教室」 



- 15 - 

○ 消費生活学習会の開催 

マイクロバスの運行により、施設見学を兼ねた消費生活学習会を実施し、学習機会の提供に努めた。 

 

・ 消費生活学習会実施状況               実施回 10回  参加人数 120人 

回 実施日 対  象 参加数 見学場所 テーマ・講話など 

1 
6/11 

（火） 
ゆう友クラブ 11 道の駅ふくしま 

・道の駅の概要説明 

・施設見学 

2 
8/6 

(火) 

たつこほうかごく

らぶ 
16 

株式会社ヤクル

ト本社福島工場 
・工場、施設見学 

3 
9/4 

(水) 
スマイルクラブ 15 

協三工業株式会

社 

・会社概要説明 

・工場見学 

4 
9/24 

（木） 

吉井田歴史愛好

会 
14 

株式会社クリー

ンテック飯坂クリ

ーンサイト 

・会社概要説明 

・施設見学 

5 
9/30 

（月） 

JA ふくしま未来

女性部東湯野支

部 

１3 
王子ネピア株式

会社福島工場 

・会社概要説明 

・工場見学 

・製品吸水・透過性実演 

6 
１０/24 

（木） 

福島市消費者団

体懇談会 
9 

風力発電専門ト

レーニング施設

FOMアカデミー 

・施設概要説明 

・施設見学 

7 
１1/6 

（水） 

福島市社会福祉

協議会三河台地

区協議会 

13 
土湯温泉バイナ

リー発電所 

・発電所見学 

・養殖エビサンプル見学 

8 
１２/11 

（木） 

野田町婦人会、も

もりん体操クラブ 
11 

風力発電専門ト

レーニング施設

FOMアカデミー 

・施設概要説明 

・施設見学 

9 
12/17 

（火） 

福島消費生活研

究グループ 
8 

大舘山一般廃棄

物最終処分場 

・施設概要説明 

・施設見学 

10 
1/17 

（金） 
サロン de きらら 10 

福島市リサイク

ルプラザ 

・施設概要説明 

・施設見学 
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・消費生活学習会実績 

年  度 H３０ R1 R２ R３ R４ R５ Ｒ６ 

実施回数 8 8 ４ ５ ８ 9 10 

参加人数 1２5 12３ 3９ ４７ ８１ １30 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 消費生活出前講座の実施 

悪質商法やなりすまし詐欺などをテーマとして、町内会などの地域団体や老人会・女性団体、学生といった受

講希望者を対象に、出前講座を実施した。 

 

・ 出前講座実施状況    実施回数 26回 参加人数 821人 

回 実施日 対象 
参加

者数 
会場 内容 ビデオ･寸劇･演習 

1 
4/16 

(火) 

すこやか福祉会 

すこやかサーク

ル  おきたかコ

ース 

22 地域交流室 
振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

2 
4/19 

(金) 

すこやか福祉会

すこやかサーク

ル  南沢又コー

ス 

10 
地域交流セ

ンター 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

3 
4/25 

(木) 

すこやか福祉会 

すこやかサーク

ル  松木町コー

ス 

10 
エリートイン 

松木１階 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

4 
5/１ 

(水) 
福島大学 140 福島大学 

福島大学共生シ

ステム理工学類

スタートアップセ

ミナー 

「キャッシュレス社会の

歩き方」～お金の支払

い方ってこんなにある

の！？～ 

「身近な特殊詐欺の手

口と対策」～ネット通

販詐欺～ 

 

第 7回消費生活学習会 

（土湯温泉バイナリー発電所） 
第 4回消費生活学習会 

（株式会社クリーンテック飯坂クリーンサイト） 
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5 
5/21 

(火) 

渡利春日ふれあ

い会 
26 

大豆塚団地

集会所 

なりすまし詐欺

と、悪質商法の

手口と対策 

 

6 
6/１ 

(土) 

信夫学習センタ

ー 
18 

信夫学習セ

ンター 

なりすまし詐欺

とネットトラブル

の対処法 

「身近な特殊詐欺の手

口と対策」～ネット通

販詐欺、フィッシング

詐欺～ 

7 
6/5 

(水) 

飯坂北地域包

括支援センター 
23 飯坂支所 

最近の悪質商

法について 
落語 

８ 
6/7 

(金) 
中央寿大学 56 

中央学習セ

ンター 

悪質商法への予

防、対応につい

て 

美少女刑事 

９ 
6/18 

(火) 

中組いきいきも

もりん体操の会 
24 中組集会所 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

落語 

10 
7/21 

(日) 

福島市生涯学

習活動推進員

の会 

19 
中央学習セ

ンター 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

１1 
7/25 

(木) 
あけぼの会 24 

男女共同参

画センター４

階 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

美少女刑事 

１2 
8/9 

(金) 

マスターズ４期

生辰巳の会 
15 

男女共同参

画センター４

階 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

「私は、だまされな

い！？～悪質商法の

被害を防ぐ鉄則集～」 

１3 
9/6 

(金) 

女性スクールふ

れあい 
12 

北信学習セ

ンター講義室 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

落語 

１4 
9/20 

(金) 

吾妻学習センタ

ー 
30 

吾妻学習セ

ンター研修室 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

落語 

１5 
9/25

（水） 

第３地区福祉推

進部会 
41 

五十辺集会

所 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

落語 

１６ 
9/30 

（月） 

信夫学習センタ

ー 
45 信夫寿大学 

なりすまし詐欺・

悪質商法の対

処法 

 

１７ 
10/20 

（日） 
弥生町内会 14 弥生集会所 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

１８ 
10/24 

（木） 

飯坂南地域包

括支援センター 
6 

平野ふれあ

い館 

悪質商法やなり

すまし詐欺への

対処方法 

美少女刑事 

１９ 
11/7 

（木） 

金谷町会女性

部 
7 

大原神社社

務所 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 
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20 
11/14 

（木） 
長沼町内会 24 

長沼町内会

集会所 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

落語 

21 
11/28 

（木） 
愉快な仲間 9 

中央学習セ

ンター 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

落語 

22 
11/28 

（木） 
成蹊高校 185 成蹊高校 ３年生向け 

「身近な特殊詐欺の手

口と対策」 

～ネット通販詐欺～ 

23 
1/18 

（土） 

県北障害者就

合・生活支援セ

ンター 

17 
吉井田学習

センター 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

24 
2/7 

（金） 

飯野学習センタ

ー 
15 

飯野学習セ

ンター 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

落語 

25 
2/28 

（水） 
すこやか福祉会 12 

すこやかの里 

瀬上 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

26 
3/21 

（金） 

西地区民生委

員 
17 西支所 

振り込め詐欺の

手口、悪質商法

等への対処法 

 

 

 

・出前講座実績 

年  度 H３０ R1 R２ R3 R4 R5 R6 

実施回数 2５ 2６ １４ １５ 25 19 26 

参加人数 ７８６ 86１ ４５１ ５１４ 865 742 821 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）高齢者・若年者の消費者教育、被害未然防止の取り組み 

高齢者や若年者は、比較的、詐欺や悪質商法の被害者になりやすい。これらの世代を対象に、冊子を配るなど

啓発・情報提供を行い、被害の未然防止に努めた。 

 

第22回消費生活出前講座 

（成蹊高校） 

 

第 1回消費生活出前講座 

（すこやか福祉会） 

 

第 7回消費生活出前 落語講座 

（飯坂北地域包括支援センター） 
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 ○ 高齢者への取り組み 

高齢者が最も被害を受けやすい悪質商法の被害防止などを中心に、消費者啓発に努めた。 

・消費生活学習車を運行し、老人クラブなどを対象とした消費生活学習会を開催した。 

・松川地区の民生委員と協力し、福島警察署署員又は地区の交番警察官と、交通安全教育指導員、消費生

活相談員が直接高齢者宅を訪問し、消費トラブルに関する注意喚起を行った。（344世帯） 

・悪質な電話勧誘等によるトラブル防止のため、65 歳以上の高齢者世帯に対し、悪質電話防止機能付き電

話機等の購入費助成を１２６件行った。また、機器貸出も継続して実施した。 

・悪質商法やなりすまし詐欺、消費生活に関する注意情報などを家族、知人、地域住人に情報提供するため

の、消費者啓発ボランティア事業により、消費トラブルなどに関する注意喚起を行った。 

 

○ 若年者への取り組み 

国際化、ＩＴ化、環境保護意識の高まり、令和4年4月に成年年齢が引き下げとなったことなどにより、消費者

を取り巻く環境が大きく変化している。これらの変化に適切に対応するため、また、消費者被害を未然に防ぐた

めには、心身の発達期にある年少期からの消費者教育が急務である。 

・消費生活の基本事項をまとめた副読本「わたしたちのくらしと消費」を作成し、小学５年生に配布した。（5１

校） 

・ワンクリック請求などのインターネットトラブルや、スマートフォンにまつわるトラブルへの注意喚起用リーフレ

ット「スマホトラブル防止ルールブック」を新中学 3年生に配布した。（27校） 

・若者層の消費者被害を未然に防ぐために、ネットトラブル等についてまとめたリーフレット「知っておこう 契

約の基本」を高校３年生（１６校）と依頼があった大学（１校）に配布した。 

・若者層の消費者被害を未然に防ぐために、若年層に多いトラブル等についてまとめた啓発用ポスターを市

内高校１６校と福島大学・福島学院大学・福島県立医科大学・桜の聖母学院短期大学に配布し、市の各施設

等に掲示した。 

・学生生活における消費生活上の注意点および問題発生時の対処について、福島大学において出前講座を

実施した。 

・成年年齢引き下げによる契約トラブル注意喚起のスライド動画を駅前大型ビジョン等で放映した。また、ポ

スター等を成人式会場や、シャトルバス内に掲示し啓発を図った。 

 

○ 関係機関との連携 

高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止のため、関係機関との連携を図った。 

・福島警察署や福島地区防犯協会と合同で市役所来庁者に対し、「なりすまし詐欺」被害防止のための啓発

を行った。 

 1回目 令和６年１０月１５日   

2回目 令和７年１月２４日    

 3回目 令和７年２月３日     

 

 

 



- 20 - 

・福島市消費者の安全を守る地域協議会を設置し、消費者被害の現状や被害防止の取り組みに関する事項

等について協議及び情報共有した。 

   

（4）消費者情報の収集及び提供 

市民が、複雑多様化する消費生活のなかで、適切かつ合理的な購買や適正な契約などを行う際に役立つ情報

を収集し、これらの情報をラジオ、新聞、市政だより、市のホームページ、SNS などの各種広報媒体を通して提供

することによって、市民の消費生活の向上に寄与した。 

 

○ ラジオスポットの放送 

ラジオにより消費生活に関する知識や情報を提供した。 

ラジオ局 番組名 放送日時 

福島コミュニティ放送 福島市消費生活センター広報 
毎週 月曜日（午前 7時 28分） 

金曜日（午後 3時 59分）  

スポット 20秒（1回） 

・ラジオスポット放送内容 

月 放送内容① 放送内容② 

4 福島市消費生活センターへご相談ください 出前講座をご活用ください 

5 
悪質電話防止機能付き電話機などの購入

費を助成します 

投資詐欺の被害が急増しています 

6 
「市民のくらしの講座 ～機能性表示食品

について～」を開催します 

偽通販電子マネーで支払いを要求される架空

請求詐欺にご注意ください 

7 定額減税に乗じた詐欺にご注意ください SNSをきっかけとした投資詐欺にご注意ください  

8 点検商法にご注意ください SNSをきっかけとした投資詐欺にご注意ください  

9 
NTT ファイナンスを名乗る不審電話にご注

意ください 

SNSをきっかけとした投資詐欺にご注意ください 

10 
「市民のくらしの講座 ～セカンドライフと生

命保険～」を開催します 

電話事業者を名乗る自動音声の電話をきっか

けとする新たな詐欺の手口にご注意ください 

11 
電子マネーを悪用した詐欺にご注意くださ

い 

SNSをきっかけとした投資詐欺にご注意ください  

12 
「市民のくらしの講座 ～相続・贈与・終活

を学ぶ～」を開催します 

年末の詐欺被害にご注意ください 

1 
契約は慎重に なりすまし詐欺の被害が増加しています。ご注

意ください 

2 なりすまし詐欺被害にご注意ください 通信販売トラブルにご注意ください 

3 
引っ越しのトラブルにご注意ください 国際電話を使用した詐欺の予兆電話が増加し

ています 
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○ SNS等による啓発 

SNS等により消費生活に関する知識や情報を提供した。 

 

（5）消費者月間事業の開催 

消費者月間は、昭和 43年 5月 30日に「消費者保護基本法」が公布施行され、その２０周年を記念して昭和

63年に制定された。本市ではこれを記念して、例年消費者講演会をはじめ、パネル展示等各種事業を開催して

いる。 

〇講 演 会  令和 6年 5月２0日（月） アクティブシニアセンター・アオウゼ 

演題： 「知っておきたい福島（福島市）の経済・産業・生活について」 

講師： 日本銀行福島支店長 中嶋 基晴 氏 

  〇パネル展示   通年 福島市消費生活センター 

 

（6）消費者団体の支援 

団体相互の連絡協調を図り、消費生活の向上に寄与することを目的として活動している福島市消費者団体懇

談会に対し、補助金の交付や共催事業などを通じ、活動を支援している。 

○ 福島市消費者団体懇談会の構成団体（10団体） 

・福島消費生活研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ    ・ＪＡふくしま未来女性部      ・蓬萊たまごの会 

・消費者団体さつき         ・みやぎ生協コープふくしま    ・ふくしま市民の芽 

・ＮＰＯ法人くらそうねット     ・Future Lab               ・ふくしまグラレコの庭 

・社会福祉法人 多宝会 

 

（7）金融広報推奨事業 

健全で合理的、計画的な消費生活を営む上で必要な家計管理の向上を図るため、金融広報事業を推進した。 

○ 啓発 

・二十歳の集いで、金融広報中央委員会制作資料による啓発（新成人のための人生とお金の知恵） 

 

（8）製品安全三法の立入検査 

販売される製品の安全性を確保するために、表示項目についての基準が設けられており、市内の販売店で販

売されている該当製品に、各法令で定められた「表示」や「PS マーク」が付与されているかを調査するため、販売

店、小売店に対し立入検査を実施した。 
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○ 立入検査の実施 

 電気用品安全法 消費生活用製品安全法 家庭用品品質表示法 

検 査 店 舗 数 ５店舗 ３店舗 6店舗 

検査対象品目 ①直流電源装置 

②リチウムイオン蓄電池 

③電熱器具（電気ストーブ） 

④光源及び光源応用機械 

器具（エル・イー・ディー・ 

電灯器具） 

①磁石製娯楽用品 

②特定保守製品（石油給湯

器、石油給湯釜） 

①繊維製品（マフラー、スカ 

ーフ及びショール） 

②合成樹脂加工品（ポリエ 

チレンフィルム製又はポリ 

プロピレンフィルム製の袋） 

③電熱器具（電子レンジ） 

④雑貨工業品（鍋） 

検 査 実 施 日 令和 6年 10月 1７日～令和６年 11月 8日 

 



- 23 - 

５ 消費者苦情の処理及び被害の救済 

 

（１）福島市民の消費生活を守る対策会議 苦情処理部会 

消費生活に関する苦情処理を円滑にするため、「福島市民の消費生活を守る条例」に基づき、「福島市民の

消費生活を守る対策会議 苦情処理部会」を設置し、あっせん又は調停について適切な処理を行うこととして

いる。令和 6年度の相談においては、苦情処理部会を開催するまでには至らなかった。 

 

（２）消費者苦情及び消費生活相談 

市民の消費生活上の問題解決の一助とするため、消費生活相談員を配置し、相談専用電話、来訪による相

談を受け付けた。また、消費生活学習車の運行による消費生活学習会や出前講座の中での対応など、広く窓

口を開放した。 

消費生活相談においては、消費者と事業者との情報の格差を是正し、消費者の被害救済を図るために必要

な助言を行い、あっせんによる問題の解決にもあたった。 

多重債務相談については、専用回線「多重債務 110番」による対応を中心とし、隔月で多重債務無料法律相

談を実施するなどした。債務整理の具体的な解決方法の助言など、関係機関と連携し多重債務の解決に繋げ

た。 

 

○ 相談件数 

区  分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 前年度比 

相 談 総 件 数 1,342  1,485 1,576 91 

苦  情 1,206  １,384 1,477 93 

問い合わせ・要望 136  101 99 ▲2 

多重債務相談（内数） 42  72 81 9 

あっせん解決数（内数） 229  264 323 59 

 

令和 6 年度の相談件数は１,576 件で、令和 5 年度１，485 件より 91 件増加し、あっせん解決件数は令和

5年度の２64件から 323件に増加した。個別の相談内容はさらに複雑化している傾向から、消費生活相談員

によるあっせんは、より一層重要になってきている。 

また、SNS を通じて借金をさせられるケースが増えており、債務に関する相談は、令和 5 年度よりも 9 件増

加し、毎年増加傾向となっている。 

 

○ 被害回復額                                                     単位：円 

区  分 回復額 クーリング・オフ額 未然防止額 合計 

令和 6年度 15,630,138 7,672,964 3,358,883 26,661,985 
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○ 契約者年齢別・男女別件数 

      年 齢 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

総 計 567 692 1,342 689 730 1,485 662 741 1576 

20歳未満 14 9 23 16 18 34 20 15 35 

20歳代 40 63 103 56 80 136 48 56 104 

30歳代 66 55 121 60 53 113 58 59 117 

40歳代 67 99 166 96 89 185 83 82 165 

50歳代 86 116 202 94 108 202 72 113 185 

60歳代 87 109 196 89 119 208 102 108 210 

70歳代以上 135 185 320 179 176 355 175 221 396 

年齢不明 72 56 128 99 87 186 104 87 191 

企業･団体･不明 ― ― 83 ― ― 66 ― ― 173 

※令和６年度相談受付分から自営業者の入力方法を変更しているため、各年代・男女合計数と企業・団体・不明の合計数

の差が大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                      

            ※年齢不明、企業・団体・不明を除く 

 

〇契約者件数を男女別にみると、令和 6年度は女性からの相談が男性よりも 79件多い。 

年齢別では、70歳代以上の相談件数が３96件と最も多い。 
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○ 相談区分別・販売形態別・相談内容別件数 

  （1）相談区分別件数 

区  分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 前年度比 

相 談 総 件 数 1,342 1,485 1,576 91 

一 般 相 談 720 772 828 56 

特殊販売相談 622 713 748 35 

 

（２）販売形態別相談件数 

販売形態 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 前年度比 

相 談 総 件 数 1,342 1,485 1,576 91 

店 舗 購 入 186 188 183 ▲5 

特 

殊 

販 

売 

訪 問 販 売 68 100 110 10 

通 信 販 売 411 451 457 6 

マルチ・マルチまがい 4 9 4 ▲5 

電話勧誘販売 77 84 121 37 

ネガティブオプション 49 53 38 ▲15 

訪 問 購 入 11 11 10 ▲1 

その他無店舗 2 5 8 3 

不明・無関係 534 584 645 61 

架空請求・不当請求（内数） 94 84 64 ▲20 

 

 

〇販売形態別に令和 6年度の相談件数をみると、通信販売が４５7件で最も多く特殊販売相談の約６割、

全件数の約３割を占める。次いで店舗購入が１８3 件と全相談の約１割を占め、電話勧誘販売が１２１件、訪

問販売は１1０件と続いた。特に電話勧誘販売は、前年比約１．５倍と高い増加率となっている。 
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（３）相談内容別件数 

区  分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 前年度比 

相 談 総 件 数 1,342 1,485 1,576 91 

合 計 数 1,960 2,040 2,285 245 

 

安全・衛生 34 23 29 6 

品質・機能・役務品質 114 119 125 6 

法規・基準 22 18 25 7 

価格・料金 99 56 109 53 

計量・量目 5 2 4 2 

表示・広告 54 48 61 13 

販 売 方 法 617 603 755 152 

契約・解約 853 1,044 1,030 ▲14 

接 客 対 応 109 81 113 32 

包装・容器 0 1 1 0 

施設・設備 1 1 1 0 

買 物 相 談 41 34 26 ▲8 

生 活 知 識 3 6 2 ▲4 

そ  の  他 8 4 4 0 

※ 分類は、国民生活センターPIO-NET分類マニュアルによる。集計は重複項目あり。 

 

〇相談内容別に見ると、契約・解約に関連する相談が１,030 件と最も多く、販売方法に関する相談が

755件、品質・機能・役務品質に関する相談が１25件、接客対応に関する相談が 113件と続く。 
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福島市民の消費生活を守る条例 

平成 18 年 3 月 30 日 

福島市条例第 13 号 

 

目次 

第 1 章 総則（第 1 条～第 8 条） 

第 2 章 消費者の支援（第 9 条～第 14 条） 

第 3 章 危害の防止（第 15 条～第 17 条） 

第 4 章 不当な取引行為の禁止（第 18 条～第 20 条） 

第 5 章 表示等の適正化（第 21 条～第 25 条） 

第 6 章 生活必需物資の確保（第 26 条～第 28 条） 

第 7 章 災害時における安定した消費生活の確保（第

29 条～第 31 条） 

第 8 章 福島市民の消費生活を守る対策会議（第 32

条～第 35 条） 

第 9 章 調査、勧告及び公表（第 36 条～第 38 条） 

第 10 章 雑則（第 39 条～第 41 条） 

附則 

 

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質

及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、消費者の利益

の擁護及び増進に関し、基本理念を定め、市及び事業

者の責務並びに消費者の役割を明らかにし、市が実施

する施策について必要な事項を定めることにより、市

民の安全で安心な消費生活を確保するとともに、環境

の保全に配慮した循環型消費生活の形成に寄与するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を

行う者をいう。 

(2) 消費者 事業者が供給する商品若しくはサービス

を使用し、若しくは利用して生活する者又は事業者

と契約して商品を提供する者であって、事業として

又は事業のために契約の当事者となる場合における

ものを除いた者をいう。 

(3) 商品 消費者が消費生活を営む上において使用す

る物をいう。 

(4) サービス 消費者が消費生活を営む上において使

用し、又は利用するもののうち、商品以外のものを

いう。 

(5) 消費者団体 消費者の権利又は利益の擁護及び増

進を目的として消費者により組織された団体をいう。 

（基本理念） 

第 3 条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以

下「消費者施策」という。）は、次に掲げる消費者の権

利の尊重及び消費者の支援並びに環境の保全への配慮

を基本として、行われなければならない。 

(1) 消費生活において生命及び健康を侵されない権利 

(2) 消費生活において適正な表示により選択できる権

利 

(3) 不当な取引行為により消費生活を侵されない権利 

(4) 消費生活を営むために必要な情報の提供を受ける

権利 

(5) 消費生活を営むために必要な消費者教育を受ける

権利 

(6) 消費者施策に意見を反映させる権利 

(7) 消費生活において不当に受けた被害から適切かつ

速やかに救済される権利 

(8) 消費者の利益を確保するため、消費者団体を組織

し、行動する権利 

（市の責務） 

第 4 条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、消費

者施策を実施しなければならない。 

2 市は、消費者施策を総合的かつ計画的に実施するため、

市民の参加と協力のもとに、消費生活基本計画を作成

しなければならない。 

3 市は、消費者施策を実施するに当たり、環境への負荷

の低減その他環境の保全に努めなければならない。 

4 市は、毎年、消費者施策の実施状況を取りまとめ、公

表しなければならない。 

（事業者の責務） 

第 5 条 事業者は、事業活動を行うに当たり、危害の防

止、表示の適正化及び不当な取引行為の防止に努めな

ければならない。 

2 事業者は、消費者に対し、必要な情報を明確かつ平易

に提供しなければならない。 

3 事業者は、消費者との取引に当たり、消費者の知識、

経験及び財産の状況等に配慮しなければならない。 

4 事業者は、消費者との間に生じた苦情を処理する体制

を整備し、適切かつ迅速に処理しなければならない。 

5 事業者は、環境への負荷の低減その他環境の保全に努

めなければならない。 

6 事業者は、法令を遵守するとともに、市が実施する消

費者施策に協力しなければならない。 

（消費者の役割） 

第 6 条 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な

知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動し、

消費者相互の連携を図り、消費生活の向上に努めるも

のとする。 

2 消費者は、消費生活に関し、環境への負荷の低減その

他環境の保全に努めなければならない。 

（循環型消費生活の形成等） 

第 7 条 市、事業者及び消費者は、協働して廃棄物の抑

制、再利用及び再資源化を促進することにより、持続

可能な循環型消費生活の形成に努めるものとする。 

2 市、事業者及び消費者は、協働して有機農産物及び地

域農産物の生産、流通及び消費を拡大することにより、
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安全で安心な循環型消費生活の形成に努めるものとす

る。 

（消費生活基盤の確保） 

第 8 条 市、事業者及び消費者は、協働して地域商店街

を維持することにより、高齢者その他の生活弱者の地

域における消費生活基盤の確保に努めるものとする。 

 

第 2 章 消費者の支援 

（情報提供） 

第 9 条 市長は、消費者が主体的かつ合理的な消費生活

を営むために必要な情報を収集し、これを消費者に提

供するものとする。 

（教育） 

第 10 条 市長は、消費者が消費生活を営む上で必要な知

識及び判断力を修得し、主体的に行動し、並びにその

行動が経済社会及び環境に及ぼす影響についての理解

を深めるため、消費者教育に係る施策を講ずるものと

する。 

2 市長は、消費生活に関する消費者の自主的な学習支援

のために必要な施策を講ずるものとする。 

（消費者団体） 

第 11 条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及

び提供、意見の表明、消費者に対する教育、消費者被

害の防止及び救済その他消費生活の安定及び向上を図

るために必要な自主的活動に努めるものとする。 

2 市長は、消費者団体の健全かつ自主的な活動が確保さ

れるよう必要な条件の整備に努めるものとする。 

（意見の反映） 

第 12 条 市長は、広く消費者の意見を把握し、市が実施

する消費者施策に反映させるよう努めなければならな

い。 

2 市長は、消費者の意見が事業者の事業活動に反映され

るよう消費者と事業者との対話その他交流の機会の確

保に努めなければならない。 

（苦情処理） 

第 13 条 市長は、消費者の申出により、消費者と事業者

との間で生じた苦情を処理するため、相談、あっせん

及び調停に努めるとともに、必要に応じてその結果を

公表することができる。 

（消費者訴訟の援助） 

第 14 条 市長は、消費者が事業者を相手にして行う訴訟

について、次に掲げる要件の全てに該当するときは、

当該訴訟に要する費用の貸付けその他訴訟活動に必要

な援助を行うことができる。 

(1) 多数の消費者が、消費生活上同一かつ少額の被害

を受けていること。 

(2) 消費者が自ら事業者を相手に訴訟を提起すること

が困難なこと。 

(3) 福島市民の消費生活を守る対策会議のあっせん又

は調停を経ていること。 

 

第 3 章 危害の防止 

（危害に関する調査及び情報提供） 

第 15 条 市長は、商品又はサービスが消費者の生命若し

くは身体に危害を及ぼし、又は健康を損なう疑いがあ

ると認めるときは、当該商品又はサービスについて必

要な調査を行うことができる。 

2 市長は、前項の調査により、なおその疑いを解消する

ことができず、必要があると認めるときは、当該商品

又はサービスを供給する事業者に対し、資料の提出そ

の他の方法により、当該商品又はサービスが安全であ

ることの立証を要求することができる。 

3 市長は、事業者が前項の立証を行わない場合において

正当な理由がないと認めるとき、又は当該事業者が行

った立証により安全であることを十分に確認すること

ができないときは、あらかじめ意見を述べ、証拠を提

出する機会を与えた上で、当該事業者に対し、再度立

証を要求することができる。 

4 市長は、事業者が、前項の規定による再度立証の要求

に応じないときは、その旨及び再度立証の要求の内容

を公表することができる。 

5 市長は、第 1 項から第 3 項までに規定する調査又は立

証の結果により、消費者の生命、身体又は健康の安全

を確保するために必要があると認めるときは、消費者

に対し、当該調査又は立証の経緯その他必要な情報を

提供することができる。 

（緊急危害防止措置） 

第 16 条 市長は、商品又はサービスがその欠陥により消

費者の生命、身体又は健康に重大な危害を発生させ、

又は発生させるおそれがある場合において、当該危害

を防止するため緊急の必要があると認めるときは、法

令に定める措置が採られる場合を除き、消費者に対し、

直ちに当該商品又はサービスの名称、これを供給する

事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な情報を提

供することができる。 

2 前項の規定による情報の提供があったときは、当該商

品又はサービスを供給する事業者は、直ちにその供給

の中止、回収その他必要な措置を採らなければならな

い。 

（危険な商品又はサービスの提供禁止） 

第 17 条 市長は、商品又はサービスがその欠陥により消

費者の生命又は身体に危害を発生させ、若しくは発生

させることとなり、又は消費者の健康を損ない、若し

くは損なうこととなると認めるときは、法令に定める

措置が採られる場合を除き、当該商品又はサービスを

供給する事業者に対し、当該商品又はサービスの供給

の中止、回収その他危害を防止するために必要な措置

を採るべきことを指導し、又はあらかじめ意見を述べ、

証拠を提出する機会を与えた上で、勧告することがで

きる。 

2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないと

きは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。 



- 29 - 

 

第 4 章 不当な取引行為の禁止 

（不当な取引行為の禁止）  

第 18 条 事業者は、消費者との取引に当たり、次に掲げ

る行為であって、規則で定めるもの（以下「不当な取

引行為」という。）を行ってはならない。 

(1) 消費者に対し、販売又は購入の意図を隠し、商品

若しくはサービスの品質、安全性、内容、取引条件、

取引の仕組み等に関する重要な情報であって、事業

者が保有し、若しくは保有し得るものを提供せず、

若しくは誤信を招く情報を提供し、又は将来におけ

る不確実な事項について断定的判断を提供して、契

約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(2) 消費者の自発的意思を待つことなく執ように説得

し、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝等を送

信することにより消費者に迷惑を覚えさせ、電子計

算機の画像面を介して消費者の申込み又は承諾の意

思表示の有無を確認する措置を講じず、消費者の取

引に関する知識若しくは判断力の不足に乗じ、若し

くは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる等をし

て、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者

の十分な意思形成のないまま契約を締結させること。 

(3) 取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不

当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結

させること。 

(4) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑

させる等不当な手段を用いて、消費者又はその関係

人に契約（ 契約の成立又はその内容について当事者

間で争いのあるものを含む。） に基づく債務の履行

を迫り、又は当該債務の履行をさせること。 

(5) 契約若しくは法律の規定に基づく債務の完全な履

行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処理

をせず、履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに

遅延させ、又は継続的取引において、正当な理由な

く取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への

事前の通知をすることなく履行を中止すること。 

(6) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、

契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の

主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは

存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解

除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効

に行われたにもかかわらず、これらによって生じた

債務の履行を不当に拒否し、又はいたずらに遅延さ

せること。 

(7) 商品若しくはサービスを販売する事業者又はその

取次店等実質的な販売行為を行う者からの商品又は

サービスの購入を条件又は原因として信用の供与を

する契約若しくは保証を受託する契約（以下「与信

契約等」という。）について、消費者の利益を不当に

害することが明白であるにもかかわらず、その締結

を勧誘し、若しくは締結させ、又は消費者の利益を

不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行

を迫り、若しくは債務の履行をさせること。 

（被害を防止するための情報提供） 

第 19 条 市長は、前条に規定する不当な取引行為が行わ

れている疑いがあると認めるときは、当該取引の仕組

み、実態その他の事項を把握するために必要な調査を

行うことができる。 

2 市長は、不当な取引行為による被害の発生及び拡大を

防止するために必要があると認めるときは、消費者に

対し、前項に規定する調査の経緯その他必要な情報を

提供することができる。 

3 市長は、不当な取引行為により消費者に重大な被害が

発生し、又は発生するおそれがある場合において、被

害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると

認めるときは、消費者に対し、事業者の氏名又は名称

その他必要な情報を提供することができる。 

（指導、勧告及び公表） 

第 20 条 市長は、事業者が第 18 条の規定に違反して不

当な取引行為を行っていると認めるときは、当該事業

者に対し、当該不当な取引行為を是正すべきことを指

導し、又はあらかじめ意見を述べ、証拠を提出する機

会を与えた上で、勧告することができる。 

2 市長は、当該事業者が前項の規定による勧告に従わな

いときは、その旨及び勧告の内容を公表することがで

きる。 

 

第 5 章 表示等の適正化 

（表示の適正化） 

第 21 条 事業者は、消費者が商品又はサービスの選択を

誤ることがないように、品質、取扱方法、単位、価格

その他必要な事項を適正かつわかりやすく表示しなけ

ればならない。 

2 市長は、法令に定めがあるもののほか、商品又はサー

ビスの内容及び取引条件に関し表示すべき事項、表示

の方法その他表示に関し事業者が遵守すべき基準を定

めることができる。 

3 事業者は、前項の基準が定められたときは、当該基準

を遵守しなければならない。 

（広告の適正化） 

第 22 条 事業者は、その供給する商品又はサービスにつ

いての広告を行う場合には、虚偽又は過大な表現その

他消費者の適切な判断を誤らせるおそれのある表現を

避け、消費者の正確かつ適切な判断に必要な情報を提

供するよう努めなければならない。 

（計量の適正化） 

第 23 条 事業者は、商品又はサービスの提供において、

消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。 

2 市長は、消費者と事業者との間の取引に当たり、適正

な計量が確保されるよう必要な施策を講じなければな

らない。 

（包装の適正化） 
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第 24 条 事業者は、商品を包装（容器を使用する場合を

含む。以下同じ。）する場合、消費者に危害を及ぼさな

いように安全な包装をしなければならない。 

2 事業者は、消費者の適正な判断を誤らせるような過大

又は過剰な包装をしてはならない。 

3 市長は、商品の包装に関し、事業者が遵守すべき基準

を定めることができる。 

4 事業者は、前項の基準が定められたときは、当該基準

を遵守しなければならない。 

5 事業者は、資源の有効利用に資するため、できる限り

簡易な包装に努めるとともに、包装資材が不要となっ

たときは、適正に再利用され、若しくは、再生利用さ

れるよう、又は適正に廃棄されるよう配慮しなければ

ならない。 

（アフターサービス） 

第 25 条 事業者は、商品又はサービスを消費者へ提供す

るに当たり、修理、交換その他のアフターサービスを

取引条件とするときは、アフターサービスの内容を明

示しなければならない。 

 

第 6 章 生活必需物資の確保 

（流通機構の整備） 

第 26 条 市長は、消費者の日常生活に必要な商品又はサ

ービス(以下「生活必需物資」という。)の安定供給の

確保及び価格の安定を図るため、流通機構の整備、事

業者の健全な事業活動の育成その他必要な施策の推進

に努めなければならない。 

（不当な販売行為の禁止） 

第 27 条 事業者は、生活必需物資について円滑な流通を

不当に妨げ又は適正な利益を著しく超える価格で販売

する行為を行ってはならない。 

2 事業者は、生活必需物資について生産、流通等の円滑

化及び価格の適正化に努めなければならない。 

（緊急時対策） 

第 28 条 市長は、生活必需物資の供給量が不足し、若し

くは価格が著しく高騰し、又はそのおそれがあると認

めるときは、事業者に対し、当該生活必需物資の供給

を要請する等、その確保に必要な措置を講じなければ

ならない。 

2 事業者は、前項の規定による要請があったときは、こ

れに応じなければならない。 

 

第 7 章 災害時における安定した消費生活の確保 

（消費生活の迅速な回復） 

第 29 条 市、事業者及び消費者は、災害の発生により消

費生活の安定が損なわれるときは、その迅速な回復を

図るため、それぞれが積極的役割を果たすとともに、

相互に協力するよう努めなければならない。 

2 市長は、災害発生時において、安定した消費生活の回

復を図るために必要があると認めるときは、生活必需

物資の安定的な供給、不当な販売行為の防止等につい

て、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう要請する

ものとする。 

3 市長は、前項の規定による措置によってもなお安定し

た消費生活の回復が困難であると認めるときは、必要

に応じて国又は他の地方公共団体に対し、必要な措置

を講ずるよう要請するものとする。 

（情報提供） 

第 30 条 市長は、災害時においては、迅速かつ正確に消

費生活に関する情報の収集及び提供を行う等安定した

消費生活の回復に必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（生活必需物資の安定供給） 

第 31 条 事業者は、災害発生時においては、自ら進んで

生活必需物資等の安定的な供給その他安定した消費生

活の回復のために必要な措置を講ずるとともに、市が

実施する施策に積極的に協力するよう努めなければな

らない。 

2 消費者は、災害発生時においては、自ら進んで必要な

情報を収集し、適切な判断を行い、冷静かつ合理的に

行動するとともに、市が実施する施策に積極的に協力

するよう努めなければならない。 

 

第 8 章 福島市民の消費生活を守る対策会議 

（対策会議の設置） 

第 32 条 市長の諮問に応じ、消費者施策について審議す

るため、市長の附属機関として福島市民の消費生活を

守る対策会議（以下「対策会議」という。）を置く。 

2 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 消費者施策に関する基本的事項 

(2) 第 4 条第 2 項に規定する消費生活基本計画の策定

に関する事項 

(3) 第 13 条に規定する消費者苦情のあっせん又は調

停に関する事項 

(4) 第 14 条に規定する訴訟費用の貸付けに関する事

項 

(5) 第 21 条第 2 項及び第 24 条第 3 項に規定する基準

に関する事項 

(6) その他消費者施策について市長が必要と認める事

項 

3 対策会議は、市長に対し、消費者施策について意見を

述べることができる。 

（対策会議の組織） 

第 33 条 対策会議は、委員 12 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験の有る者 

(2) 消費者を代表する者 

(3) 事業者を代表する者 

(4) その他市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 
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（部会） 

第 34 条 対策会議に、消費者苦情に関するあっせん又は

調停を行わせるため、苦情処理部会を置く。 

2 あっせん又は調停については、苦情処理部会の決定を

もって対策会議の決定とする。 

3 対策会議は、必要があると認めるときは、苦情処理部

会のほか、部会を設けることができる。 

4 部会の委員は、対策会議の委員のうちから会長が指名

する。 

（委任） 

第 35 条 この章に定めるもののほか、対策会議の組織及

び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

第 9 章 調査、勧告及び公表 

（調査及び指導） 

第 36 条 市長は、法令に定めがあるもののほか、事業者

が第 21 条（第 2 項を除く。）、第 23 条第 1 項、第 24

条（第 3 項を除く。）、第 27 条及び第 28 条第 2 項の規

定に違反するおそれがあると認めるときは、その実態

を調査し、適正な事業活動を行うよう指導することが

できる。 

（立入調査等） 

第 37 条 市長は、第 13 条、第 15 条第 1 項、第 16 条第

1 項、第 17 条第 1 項、第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、

第 21 条（第 2 項を除く。）、第 23 条第 1 項、第 24 条（第

3 項を除く。）、第 27 条及び第 28 条第 2 項の規定の施

行に必要な限度で、事業者に対し、報告を求め、その

職員をして事業者の事務所、事業所その他事業に関係

ある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調

査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

2 前項の規定により調査又は質問を行う職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、事業者等にこれを提示しな

ければならない。 

3 第 1 項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査の

ために認められたものと解してはならない。 

4 市長は、当該事業者が第 1 項に規定する報告又は立入

調査を拒んだときは、書面により、報告又は立入調査

に応じるよう要求することができる。 

5 市長は、当該事業者が前項の規定による要求を拒んだ

ときは、あらかじめ当該事業者に対し、意見を述べ、

証拠を提出する機会を与えた上で、これに応じるよう

勧告することができる。 

6 市長は、当該事業者が前項の規定による勧告に従わな

いときは、必要に応じてその経過を公表することがで

きる。 

7 市長は、当該事業者が第 1 項に規定する報告要求に対

して虚偽の報告をし、立入調査を妨げ、若しくは忌避

し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁

をしたときは、あらかじめ当該事業者に対し、意見を

述べ、証拠を提出する機会を与えた上で、その旨を公

表することができる。 

（勧告及び公表） 

第 38 条 市長は、第 21 条（第 2 項を除く。）、第 23 条第

1 項、第 24 条（第 3 項を除く。）、第 27 条及び第 28 条

第 2 項の規定に違反すると認めるときは、あらかじめ

事業者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与

えた上で、違反行為を是正するよう勧告することがで

きる。 

2 市長は、当該事業者が前項の規定による勧告に従わな

いときは、その旨及び勧告の内容を公表することがで

きる。 

 

第 10 章 雑則 

（国又は他の地方公共団体との相互協力） 

第 39 条 市長は、消費者施策を推進するに当たり、必要

があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対

し、協力を求め、又は必要な措置を採るべきことを要

請するものとする。 

2 市長は、国又は他の地方公共団体が実施する消費者施

策について協力を求められ、必要な措置を採るべきこ

とを要請されたときは、これに協力するものとする。 

（適用除外） 

第 40 条 第 3 章の規定は、薬事法（昭和 35 年法律第 145

号）第 2 条第 1 項に規定する医薬品については、適用

しない。 

2 第 2 章（第 13 条及び第 14 条に限る。）及び第 3 章か

ら第 6 章までの規定は、医師、歯科医師その他これに

準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行

為ついては、適用しない。 

（委任） 

第 41 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 18 年 7 月 1 日から施行する。 

（福島市民のくらしを守る条例の廃止） 

2 福島市民のくらしを守る条例（昭和 50 年条例第 42

号）は、廃止する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正） 

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例

（昭和 31 年条例第 23 号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中消費者苦情処理委員会委員の項を削る。 

附 則（平成 26 年 6 月 30 日条例第 28 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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福島市民の消費生活を守る条例施行規則 

平成 18 年 6 月 19 日 

福島市規則第 50 号 

目次 

第 1 章 総則（第 1 条～第 3 条） 

第 2 章 消費者訴訟の援助（第 4 条～第 15 条） 

第 3 章 不当な取引行為（第 16 条～第 22 条） 

第 4 章 福島市民の消費生活を守る対策会議（第 23

条～第 25 条） 

第 5 章 消費者苦情の処理（第 26 条・第 27 条） 

第 6 章 勧告及び公表等（第 28 条～33 条） 

第 7 章 補則（第 34 条・第 35 条） 

附則 

 

第 1 章 総則 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は、福島市民の消費生活を守る条例（平

成 18 年条例第 13 号。以下「条例」という。）の施行に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2 条 この規則において使用する用語の意義は、条例

で使用する用語の例による。 

（消費生活基本計画の策定） 

第 3 条 条例第 4 条第 2 項の消費生活基本計画は、次に

掲げる事項を条例第 32条第 1項に規定する福島市民の

消費生活を守る対策会議（以下「対策会議」という。）

に諮り、これを策定するものとする。 

(1) 総合的な消費者行政の推進に関する総則的事項 

(2) 消費者への情報提供及び教育の推進並びに消費者

の組織化に関する事項 

(3) 消費者への危害の防止に関する事項 

(4) 不当な取引行為に関する事項 

(5) 商品又はサービスの内容及び取引条件に関する表

示等の適正化に関する事項 

(6) 生活必需物資の確保に関する事項 

(7) 災害時における安定した消費生活の確保に関する

事項 

(8) 消費者と事業者との間で生じた苦情の処理及び被

害の救済に関する事項 

(9) その他消費者行政の推進に関する事項 

2 市長は、前項の消費生活基本計画を策定したときは、

速やかにその計画を公表するものとする。 

 

第 2 章 消費者訴訟の援助 

（訴訟費用の範囲） 

第 4条 条例第 14条の規定により貸付けの対象となる消

費者訴訟に要する費用の範囲は、次に掲げるものとす

る。 

(1) 民事訴訟費用等に関する法律（昭和 46 年法律第

40 号）第 2 章の規定により裁判所に納める費用の額

を限度として、市長が定める額 

(2) 弁護士又は司法書士に支払う手数料及び謝金であ

って、その支払額を限度として市長が定める額 

(3) その他訴訟に要する費用であって、市長が必要で

あると認めるもの 

（訴訟費用の貸付け） 

第 5条 条例第 14条に規定する消費者訴訟に要する費用

の貸付けは、次に掲げる要件の全てに該当しなければ

ならない。 

(1) 市内に引き続き 3 月以上住所を有する消費者であ

ること。 

(2) 条例第 14 条第 1 号に規定する被害の額は、一人に

つき 50 万円以下であること。 

(3) 同一の被害を受けた者が 10 人以上いること。ただ

し、市長が特に必要があると認めるときは、市長の

定める人数とする。 

(4) 訴訟に要する費用が、その訴訟に係る被害額を超

え、又は超えるおそれがあること。 

第 6条 条例第 14条に規定する消費者訴訟に要する費用

の貸付金は、無利息とする。 

2 貸付金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）

は、連帯して、債務を負担するものとする。 

3 貸付期間は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から

起算して 6 カ月以内とする。ただし、市長が特に必要

があると認めるときは、市長の定める日までとする。 

（貸付けの申請） 

第 7条 条例第 14条の規定により消費者訴訟に要する費

用の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、代表者を定め、福島市消費者訴訟費用貸付金

借受申請書（様式第 1 号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(1) 住民票の写し 

(2) 委任状 

（貸付けの決定） 

第 8 条 市長は、前条の規定による申請があったときは、

速やかに調査を行い、対策会議の意見を聴いて、貸付

けを行うべきと認めるときは、貸付け及び貸付金の額

を決定しなければならない。 

2 市長は、前項の規定により貸付け及び貸付金の額を決

定し、又は貸付けを行わない旨の決定をしたときは、

文書でその旨を申請者に通知するものとする。 

（貸付金の交付） 

第 9 条 前条第 2 項の規定により貸付け及び貸付金の額

の決定の通知を受けた申請者は、福島市消費者訴訟費

用貸付金借用証書（様式第 2 号）を市長に提出し、貸

付金の交付を受けるものとする。 

（追加貸付け） 

第 10 条 借受人は、既に借り受けた貸付金に追加して貸

付けを受ける必要が生じたときは、福島市消費者訴訟
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費用貸付金追加借受申請書（様式第 3 号）により、追

加貸付けを申請することができる。 

２ 前項の追加貸付けの申請の手続については、第 8 条

及び第 9 条の規定を準用する。 

（貸付金の即時返還） 

第 11 条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当す

るときは、貸付金を直ちに返還させることができる。 

(1) 当該消費者訴訟を提起しないとき、又は取り下げ

たとき。 

(2) 貸付金をその目的以外に使用したとき。 

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受け

たとき。 

(4) 条例及びこの規則に違反し、又は市長の指示に従

わないとき。 

2 市長は、前項の規定により貸付金を返還させるときは、

当該貸付金の交付の日の翌日から起算して返還の日ま

での日数に応じ、年 10.95 パーセントの割合で計算し

た利息を徴収することができる。 

（貸付金の返還） 

第 12 条 借受人は、第 6 条第 3 項に規定する貸付期間内

に、貸付金の全額を一括して返還しなければならない。 

2 前項の場合において、借受人が訴訟の結果、相手方事

業者から訴訟に要する費用を一括して得ることができ

なかったとき、又は市長がやむを得ない理由があると

認めるときは、当該訴訟が終了した日の翌日から起算

して 1 年以内に分割して返還させることができる。 

3 前項の規定により分割返還を受けようとする者は、福

島市消費者訴訟費用貸付金分割返還申請書（様式第 4

号）にその理由を証する書面を添えて、市長に提出し

なければならない。 

4 市長は、借受人が正当な理由がなく返還すべき日まで

に貸付金を返還しないときは、当該返還すべき日の翌

日から起算して返還の日までの日数に応じ、年 10.95

パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するもの

とする。 

（貸付金の返還猶予） 

第 13 条 市長は、当該消費者訴訟について上訴が行われ

たとき、又は市長が特に必要と認めるときは、貸付金

の全部又は一部の返還を猶予することができる。 

2 前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようと

する者は、福島市消費者訴訟費用貸付金返還猶予申請

書（様式第 5 号）にその理由を証する書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（貸付金の返還免除） 

第 14 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

(1) 消費者訴訟の結果、消費者が相手方事業者から金

銭等を得ることができなかった場合 

(2) 消費者訴訟の結果、消費者が相手方事業者から得

る金銭等の額が貸付金の額に満たなかった場合 

(3) その他市長が特に必要と認める場合 

2 前項の規定による貸付金の返還の免除を受けようと

する者は、福島市消費者訴訟貸付金返還免除申請書（様

式第 6 号）にその理由を証する書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

（届出事項） 

第 15 条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、速やかに文書でその旨を市長に届け出なければな

らない。 

(1) 消費者訴訟を提起したとき。 

(2) 消費者訴訟について請求の内容を変更したとき。 

(3) 消費者訴訟が終了したとき。 

(4) 代表者又は借受人の住所又は氏名に変更があっ

たとき。 

(5) 訴訟代理人に変更があったとき。 

(6) 相手方事業者の住所、名称及び代表者の変更その

他重要な事項の変更があったとき。 

2 借受人の相続人は、借受人が死亡したときは、速やか

にその旨を市長に届け出なければならない。 

3 市長は、必要があると認めるときは、借受人又はその

訴訟代理人に対して、当該訴訟の進行状況、貸付金の

使用状況その他必要な資料の提出又は報告を求めるこ

とができる。 

 

第 3 章 不当な取引行為 

（条例第 18 条第 1 号の不当な取引行為） 

第 16 条 条例第 18 条第 1 号に規定する不当な取引行為

は、次に掲げるものとする。 

(1) 商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせ

ず、又は販売若しくは購入以外の目的が主要な目的

であるかのように告げて、若しくはそのような広告

等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧

誘し、又は契約を締結させること。 

(2) 商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内

容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する

重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し

得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又

は契約を締結させること。 

(3) 商品又はサービスの販売又は購入に当たり、消費

者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項につ

いて、事実と異なること若しくは誤信させるような

事実を告げて、若しくは将来における不確実な事項

について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘

し、又は契約を締結させること。 

(4) 商品又はサービスの品質、内容若しくは取引条件

が実際のものよりも著しく優良若しくは有利である

と消費者を誤信させるような表現を用いて契約の締

結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(5) 商品又はサービスの購入、利用若しくは設置が法

令等により義務付けられているかのように説明して、
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契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(6) 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等

の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官

公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人

の許可、認可、後援等の関与を得ていると誤信させ

るような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又

は契約を締結させること。 

(7) 商品又はサービスの販売又は購入に当たり、事業

者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせ

ず、若しくは偽って契約の締結を勧誘し、又は契約

を締結させること。 

（条例第 18 条第 2 号の不当な取引行為） 

第 17 条 条例第 18 条第 2 号に規定する不当な取引行為

は、次に掲げるものとする。 

(1) 威圧的な言動等を用いて、長時間にわたり反復し

て、若しくは契約を締結する意思がない旨を表示し

ているにもかかわらず迷惑を覚えさせるような方法

で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させるこ

と。 

(2) 商品又はサービスの販売又は購入に関し、消費者

の拒絶の意思表示があるにもかかわらず、又はその

意思表示の機会を与えることなく、電気通信手段を

介して一方的に広告宣伝等を反復して送信すること

により契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる

こと。 

(3) 商品又はサービスの販売に関し、消費者が電子計

算機を用いて申込み又は承諾の意思表示をする場合

において、電子計算機の画像面を介して意思表示の

有無を確認する措置を講じることなく契約の締結を

勧誘し、又は契約を締結させること。 

(4) 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な

事項について、事実と異なる内容の契約書等を作成

して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締

結させること。 

(5) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消

費者の意に反して執ように説得し、若しくは威圧的

な言動等を用いて、その場において、又は営業所若

しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘

し、又は契約を締結させること。 

(6) 商品又はサービスを販売する目的で、無償又は著

しい廉価のサービス又は商品の供給を行うことによ

り、消費者の心理的な負担を利用して執ように契約

の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(7) 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者か

らの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの

借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、

執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させ

ること。 

(8) 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗

じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な

説明をしないまま、消費者に著しく不利益をもたら

すおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締

結させること。 

(9) 消費者の不幸を予言し、消費者の健康の不安又は

老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあお

る等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等

を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させ

ること。 

(10) 商品又はサービスの販売に関し、消費者が過去に

係わった取引に関する当該消費者の情報又は取引に

関する情報を利用して消費者を心理的に不安な状態

に陥らせ、若しくは過去の不利益が回復できるかの

ように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若し

くは現在被っている不利益が拡大することを防止す

るかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契

約を締結させること。 

(11) 主たる目的が販売以外の目的である商品又はサ

ービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給するこ

と等により、消費者を正常な判断ができない状態に

陥れて、商品若しくはサービスの購入若しくは販売

の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(12) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜において、

又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態の

ときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧

誘し、又は契約を締結させること。 

（条例第 18 条第 3 号の不当な取引行為） 

第 18 条 条例第 18 条第 3 号に規定する不当な取引行為

は、次に掲げるものとする。 

(1) 法律の規定が適用される場合に比して、消費者の

権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、消費者

の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結さ

せること。 

(2) 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の

解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に

高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締

結させること。 

(3) 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しく

は取消し又は契約の無効の主張をすることができる

権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらす

こととなる条項を設けた契約を締結させること。 

(4) 消費者が購入又は販売の意思表示をした主たる商

品又はサービスと異なるものを記載して、消費者に

不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等

を作成させること。 

(5) 消費者にとって、不当に過大な量の商品若しくは

サービス又は不当に長期にわたって供給される商品

若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結さ

せること。 

(6) 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に

不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結さ
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せること。 

(7) 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける

信用が、その者の返済能力を超えることが明白であ

るにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った

契約を締結させること。 

(8) 債務不履行若しくは債務履行に伴う不法行為又は

契約の目的物の瑕疵により生じた消費者に対して事

業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を

不当に免除し、若しくは瑕疵に係る事業者の修補責

任を一方的に免責させる条項を設けた契約を締結さ

せること。 

(9) クレジットカード、会員証、パスワード等の商品

の購入又はサービスの提供を受ける際の資格を証す

るものが、第三者によって不正に使用された場合に、

消費者に不当にその責任を負担させる条項を設けた

契約を締結させること。 

（条例第 18 条第 4 号の不当な取引行為） 

第 19 条 条例第 18 条第 4 号に規定する不当な取引行為

は、次に掲げるものとする。 

(1) 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者（以

下「消費者等」という。）を欺き、威迫し、若しくは

困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に

電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用い

て、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせるこ

と。 

(2) 消費者等を欺き、威迫し、若しくは困惑させて預

金の払戻し、生命保険の解約又は借入れを受けるこ

と等により消費者等に金銭を調達させ、債務の履行

をさせること。 

(3) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわ

らず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関

若しくは消費者等の関係人に通知し、又はインター

ネットその他の情報伝達手段により情報を流布する

旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて債務の履行を

迫り、又は債務の履行をさせること。 

(4) 契約の成立又は有効性について消費者等が争って

いるにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であ

ると一方的に主張して強引に債務の履行を迫り、又

は債務の履行をさせること。 

(5) 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、

正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な

手段を用いて、契約に基づく債務の履行について執

ように協力を要求し、又は協力をさせること。 

(6) 事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について

明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して

強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる

こと。 

（条例第 18 条第 5 号の不当な取引行為） 

第 20 条 条例第 18 条第 5 号に規定する不当な取引行為

は、次に掲げるものとする。 

(1) 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履

行をせず、又は消費者からの再三の履行の督促に対

して適切な対応をすることなく債務の履行を拒否し、

若しくは引き延ばし、商品又はサービスを契約の趣

旨に従って供給しないこと。 

(2) 法令の規定等により消費者に認められている財務

書類の閲覧権、事実又は情報の開示を請求できる権

利等の行使を拒否し、閲覧、開示等を拒むこと。 

(3) 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結

した場合において、正当な理由なく取引条件を一方

的に変更し、又は債務の履行が終了していないにも

かかわらず消費者への事前の通知をすることなく履

行を中止すること。 

（条例第 18 条第 6 号の不当な取引行為） 

第 21 条 条例第 18 条第 6 号に規定する不当な取引行為

は、次に掲げるものとする。 

(1) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に当たり、

これを拒否し、黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等

を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は

存続を強要すること。 

(2) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に当たり、

口頭による行使を認めておきながら、後に書面によ

らないことを理由として、又は消費者のクーリン

グ・オフの権利の行使を妨げる目的で、消費者の自

発的意思を待つことなく商品又はサービスの使用若

しくは利用をさせて、契約の成立又は存続を強要す

ること。 

(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に当たり、

手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない

要求をして当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は

存続を強要すること。 

(4) 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結

した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中

途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約

に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、威迫

する等をして、契約の存続を強要すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠

に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは

取消しの申出又は契約の無効の主張に当たり、これ

を不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要

求し、威迫する等をして契約の成立又は存続を強要

すること。 

(6) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契

約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は

契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、

法律上の返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等

の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させるこ

と。 

（条例第 18 条第 7 号の不当な取引行為） 

第 22 条 条例第 18 条第 7 号に規定する不当な取引行為
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は、次に掲げるものとする。 

(1) 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び

債務について、重要な情報を提供せず、又は誤信さ

せるような表現を用いて、与信契約等の締結を勧誘

し、又は与信契約等の締結をさせること。 

(2) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であ

るにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又

は与信契約等の締結をさせること。 

(3) 販売業者等（商品若しくはサービスを販売する事

業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者を

いう。以下同じ。）の行為が、第 16 条から第 18 条ま

でに規定するいずれかの行為に該当することを知り

ながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関

係にある販売業者等を適切に管理していればそのこ

とを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等

の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせるこ

と。 

(4) 与信契約等において、販売業者等に対して、生じ

ている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支

払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な

理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を

用いて、消費者若しくはその関係人に債務の履行を

迫り、又は債務の履行をさせること。 

 

第 4 章 福島市民の消費生活を守る対策会議 

（会長及び副会長） 

第 23 条 対策会議に会長及び副会長を置き、委員の互選

により選任する。 

2 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第 24 条 対策会議の会議は、会長が招集する。ただし、

委員の任期満了等に伴い新たに組織された対策会議の

最初に開催される会議は、市長が招集する。 

2 会長は、対策会議の会議の議長となる。 

3 対策会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開

くことができない。 

4 対策会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第 25 条 条例第 34 条第 1 項の苦情処理部会及び同条第

3 項の部会（以下「部会」という。）は、委員 5 人以内

で組織する。 

2 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する

委員の互選により選任する。 

3 部会長は、部会の会務を総理し、調査審議の経過及び

結果を対策会議に報告するものとする。 

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があると

きは、その職務を代理する。 

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。 

6 対策会議の決定により各部会の所掌に属することと

された事項については、当該部会の決定をもって対策

会議の決定とすることができる。 

 

第 5 章 消費者苦情の処理 

（苦情処理の付議） 

第 26 条 市長は、消費者から苦情の申出があった場合に

おいて必要があると認めるときは、苦情処理部会に対

し、その苦情のあっせん又は調停について付議するも

のとする。 

2 市長は、前項の規定による付議をしたときは、その旨

を当該苦情の申出者及びその相手方となるべき事業者

（以下「当事者」という。）に通知するものとする。 

（苦情の処理等） 

第 27 条 苦情処理部会は、前条第 1 項の規定により苦情

のあっせん又は調停について付議されたときは、適切

かつ迅速に処理を行うものとする。 

2 前項の場合において、苦情処理部会は、必要があると

認めるときは、当事者の出席を求め、又は関係書類若

しくは物件等の提出を求めることができる。 

3 苦情処理部会は、あっせん又は調停において当事者間

に合意が成立したときは、調書を作成し、その旨を市

長に報告するものとする。あっせん又は調停において、

当事者間に合意が成立せず、又はその見込みがなく、

あっせん又は調停を打ち切ったときも、同様とする。 

 

第 6 章 勧告及び公表等 

（意見を述べる機会の付与の方式） 

第 28 条 条例第 17 条第 1 項、第 20 条第１項、第 37 条

第 5項及び第 7項並びに第 38条第 1項に規定する意見

を述べ、証拠を提出する機会（以下「意見を述べる機

会」という。）を付与する方式は、市長が口頭でするこ

とを認めたときを除き、意見を記載した書面（以下「意

見書」という。）を提出してするものとする。 

2 意見を述べるときは、証拠書類等を提出することがで

きる。 

（意見書提出の通知） 

第 29 条 市長は、意見を述べる機会を付与するときは、

意見書、証拠書類等の提出期限（口頭による意見を述

べる機会の付与を行う場合には、その日時）の 7 日前

までに、当該事業者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

(1) 予定される勧告の内容及び根拠となる条例等の条

項 

(2) 勧告の原因となる事実 

(3) 勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容が

公表されること（条例第 37 条第 7 項にあっては、そ

の旨が公表されること。）。 

(4) 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限（口頭
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による意見を述べる機会の付与を行う場合には、そ

の旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

2 市長は、勧告又は公表に係る事業者の所在が判明しな

い場合においては、前項の規定による通知を、その者

の氏名、前項第 4 号に掲げる事項及び市長が前項各号

に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付

する旨を福島市公告式条例（昭和 25 年条例第 25 号）

第 2 条第 2 項に定める掲示場に掲示（以下「掲示」と

いう。）することによって行うことができる。この場合

においては、掲示を始めた日から 14 日を経過したとき

に、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

（意見録取書の作成） 

第 30 条 第 28 条第 1 項の規定により口頭による意見を

述べる機会の付与を行う場合において、市長の指定す

る職員は、意見録取書を作成し、意見の要旨を明らか

にしておかなければならない。 

（意見書の不提出等） 

第 31 条 市長は、正当な理由なく、提出期限までに意見

書が提出されない場合又は口頭による意見を述べる日

時に当事者が出頭しない場合には、改めて意見を述べ

る機会の付与を行うことを要しない。 

（公表及び情報提供） 

第 32 条 条例第 13 条、第 15 条第 4 項、第 17 条第 2 項、

第 20 条第 2 項、第 37 条第 6 項及び第 7 項並びに第 38

条第 2 項の規定による公表は、掲示により行うほか、

広く市民に周知できる方法により行うものとする。 

2 条例第 15 条第 5 項、第 16 条第 1 項、第 19 条第 2 項

及び第 3 項並びに第 30 条の規定による情報の提供は、

掲示により行うほか、広く市民に周知できる方法によ

り行うものとする。 

（基準の公表） 

第 33条 条例第 21条第 2項及び第 24条第 3項の規定に

より基準を定めたときの公表は、掲示により行うほか、

広く市民に周知できる方法により行うものとする。 

 

第 7 章 補則 

（身分証明書の携帯等） 

第 34 条 条例第 37 条第 2 項の身分を示す証明書は、様

式第 7 号のとおりとする。 

（委任） 

第 35 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

1 この規則は、平成 18 年 7 月 1 日から施行する。 

（福島市民のくらしを守る条例施行規則の廃止） 

2 福島市民のくらしを守る条例施行規則（昭和 51 年規

則第 8 号）は、廃止する。 

  附 則（平成 26 年 6 月 30 日規則第 29 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則（令和 4 年 3 月 30 日規則第 28 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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福島市消費生活センター条例 

平成 28 年 4 月 1 日 

福島市条例第 21 号 

 

（設置） 

第 1 条 消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号。以下「法」という。）第 10 条の 2 第 1 項の規定に基

づき、市民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、福島市消費生活センター（以下「センター」

という。）を設置する。 

 

（位置） 

第 2 条 センターは、福島市本町 2 番 6 号に置く。 

 

（業務） 

第 3 条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

1 法第 8 条第 2 項各号に掲げる事務に関すること。 

2 福島市民の消費生活を守る条例（平成 18 年条例第 13 号）第 1 条の目的を達成するために必要な

業務に関すること。 

3 前 2 号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。 

 

（事務の実施日時） 

第 4 条 法第 8 条第 2 項第 1 号及び第 2 号に規定する事務を行う日及び時間は、規則で定める。 

 

（職員） 

第 5 条 センターに所長その他必要な職員を置く。 

 

（消費生活相談員） 

第 6 条 センターに消費生活相談員（法第 10 条の 3 第 1 項に規定する者をいう。）を置く。 

 

（情報の安全管理） 

第 7 条 市長は、法第 8 条第 2 項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀

損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（委任） 

第 8 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

附 則 

この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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福島市消費生活センター条例施行規則 

平成 28 年 4 月 1 日 

福島市規則第 50 号 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は、福島市消費生活センター条例（平成 28 年条例第 21 号。次条において「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（事務の実施日時） 

第 2 条 条例第 4 条に規定する事務を行う日及び時間は、次に掲げるとおりとする。 

1 事務を行う日 福島市の休日を定める条例（平成元年条例第 23 号）第 1 条第 1 項各号に掲げ

る日を除く日 

2 事務を行う時間 午前 9 時から午後 4 時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する事務を行う日及び時間

を変更することができる。 

 

（消費生活相談員の人材及び処遇の確保） 

第 3 条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに

十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

 

（消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修） 

第 4 条 市長は、福島市消費生活センターにおいて消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）第 8 条第

2 各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するよう努

めるものとする。 

 

（雑則） 

第 5 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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福島市消費生活連絡調整会議設置要綱 

  

 

（目的） 

第１条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以下「消費者施策」という。）を円滑に推進するため、庁

内の連絡調整を図ることを目的として、福島市消費生活連絡調整会議（以下「調整会議」という。）を設置

する。 

 

（調整事項） 

第２条 調整会議は、前項の目的を達成するため次の事項について調整する。 

（1） 消費者施策に関する基本的事項 

（2） 消費生活基本計画の策定に関する事項 

（3） その他消費者施策に関し市長が認める事項 

 

（組織） 

第３条 調整会議の委員は、別表第１に掲げる者で組織する。 

 

 （会長及び副会長） 

第４条 調整会議に会長及び副会長を各１名置き、会長に副市長、副会長に市民・文化スポーツ部長をもっ

て充てる。 

２ 会長は、会務を総理し調整会議を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 調整会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。 

３ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。 

 

（幹事会） 

第６条 調整会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる職員をもって構成する。 

３ 幹事会は、調整会議の調整事項について予め調整審議する。 

４ 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置き、幹事長に市民・文化スポーツ部次長、副幹事長に生活課長をも

って充てる。 

５ 幹事会は、幹事長が招集し、その議長となる。 

６ 幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。 

７ 幹事長は、必要と認めるときは、幹事会の会議に関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。 
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（庶務） 

第７条 調整会議の庶務は、生活課において処理する。 

 

 

附 則 この要綱は、平成 18年 7月 1日から施行する。 

     附 則 この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

     附 則 この要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

     附 則 この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

     附 則 この要綱は、平成 27年 1月 19日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

委  員 

副市長 

危機管理監 

政策調整部長 

総務部長 

商工観光部長 

農政部長 

市民・文化スポーツ部長 

環境部長 

健康福祉部長 

こども未来部長 

都市政策部長 

教育部長 

 

 

別表第２（第６条関係） 

所  属 幹   事 

危機管理室 危機管理室次長（危機管理担当） 

政策調整部 政策調整課長 広聴広報課長 情報企画課長 

総務部 総務課長 

商工観光部 にぎわい商業課長 

農政部 農業振興課長 市場管理課長 

市民・文化スポーツ部 次長 生活課長  

環境部 環境課長 ごみ政策課長 

健康福祉部 
生活福祉課長 障がい福祉課長 長寿福祉課長 健康づくり推

進課長 

こども未来部 こども政策課長 幼保企画課長 

都市政策部 交通政策課長 開発建築指導課長 住宅政策課長 

教育委員会 学校教育課長 教育施設管理課長 生涯学習課長  
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